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議案第６０号

住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例案新旧対照表

○廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例（平成６年条例第２号）【第１条関係】 （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

別表（第25条の２関係） 別表（第25条の２関係）

地域名 区域

廿日市地域 可愛、須賀、廿日市一丁目、廿日市二丁目、天神、駅前、桜尾

本町、桜尾一丁目、桜尾二丁目、桜尾三丁目、木材港北、木材

港南、佐方一丁目、佐方二丁目、佐方三丁目、佐方四丁目、山

陽園、佐方本町、城内一丁目、城内二丁目、城内三丁目、大東、

本町、住吉一丁目、住吉二丁目、新宮一丁目、新宮二丁目、下

平良一丁目、下平良二丁目、平良一丁目、平良二丁目、平良山

手、串戸一丁目、串戸二丁目、串戸三丁目、串戸四丁目、串戸

五丁目、串戸六丁目、六本松一丁目、六本松二丁目、地御前一

丁目、地御前二丁目、地御前三丁目、地御前四丁目、地御前五

丁目、阿品一丁目、阿品二丁目、阿品三丁目、阿品四丁目、阿

品台一丁目、阿品台二丁目、阿品台三丁目、阿品台四丁目、阿

品台五丁目、阿品台東、阿品台西、阿品台北、阿品台山の手、

峰高一丁目、峰高二丁目、宮内一丁目、宮内二丁目、宮内三丁

目、宮内四丁目、地御前北一丁目、地御前北二丁目、地御前北

三丁目、佐方、廿日市、下平良、上平良、原、宮内、地御前、

宮園一丁目、宮園二丁目、宮園三丁目、宮園四丁目、宮園五丁

目、宮園六丁目、宮園七丁目、宮園八丁目、宮園九丁目、宮園

上一丁目、宮園上二丁目、宮園上三丁目、宮園上四丁目、宮園

上五丁目、四季が丘、四季が丘一丁目、四季が丘二丁目、四季

が丘三丁目、四季が丘四丁目、四季が丘五丁目、四季が丘六丁

目、四季が丘七丁目、四季が丘八丁目、四季が丘九丁目、四季

が丘十丁目、四季が丘十一丁目、四季が丘上、宮内工業団地、

陽光台一丁目、陽光台二丁目、陽光台三丁目、陽光台四丁目及

び陽光台五丁目

（略）

地域名 区域

廿日市地域 可愛、須賀、廿日市一丁目、廿日市二丁目、天神、駅前、桜尾

本町、桜尾一丁目、桜尾二丁目、桜尾三丁目、木材港北、木材

港南、佐方一丁目、佐方二丁目、佐方三丁目、佐方四丁目、山

陽園、佐方本町、城内一丁目、城内二丁目、城内三丁目、大東、

本町、住吉一丁目、住吉二丁目、新宮一丁目、新宮二丁目、下

平良一丁目、下平良二丁目、平良一丁目、平良二丁目、平良山

手、串戸一丁目、串戸二丁目、串戸三丁目、串戸四丁目、串戸

五丁目、串戸六丁目、六本松一丁目、六本松二丁目、地御前一

丁目、地御前二丁目、地御前三丁目、地御前四丁目、地御前五

丁目、阿品一丁目、阿品二丁目、阿品三丁目、阿品四丁目、阿

品台一丁目、阿品台二丁目、阿品台三丁目、阿品台四丁目、阿

品台五丁目、阿品台東、阿品台西、阿品台北、阿品台山の手、

峰高一丁目、峰高二丁目、宮内一丁目

、宮内四丁目、地御前北一丁目、地御前北二丁目、地御前北

三丁目、佐方、廿日市、下平良、上平良、原、宮内、地御前、

宮園一丁目、宮園二丁目、宮園三丁目、宮園四丁目、宮園五丁

目、宮園六丁目、宮園七丁目、宮園八丁目、宮園九丁目、宮園

上一丁目、宮園上二丁目、宮園上三丁目、宮園上四丁目、宮園

上五丁目、四季が丘、四季が丘一丁目、四季が丘二丁目、四季

が丘三丁目、四季が丘四丁目、四季が丘五丁目、四季が丘六丁

目、四季が丘七丁目、四季が丘八丁目、四季が丘九丁目、四季

が丘十丁目、四季が丘十一丁目、四季が丘上、宮内工業団地、

陽光台一丁目、陽光台二丁目、陽光台三丁目、陽光台四丁目及

び陽光台五丁目

（略）
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○廿日市市消防本部及び消防署の設置等に関する条例（昭和４２年条例第１号）【第２条関係】 （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

別表（第４条関係） 別表（第４条関係）

名称 位置 管轄区域

廿日市市廿日市

消防署

廿日市市串戸一

丁目９番33号

可愛、須賀、廿日市一丁目、廿日市二丁目、

天神、駅前、桜尾本町、桜尾一丁目、桜尾

二丁目、桜尾三丁目、木材港北、木材港南、

佐方一丁目、佐方二丁目、佐方三丁目、佐

方四丁目、山陽園、佐方本町、城内一丁目、

城内二丁目、城内三丁目、大東、本町、住

吉一丁目、住吉二丁目、新宮一丁目、新宮

二丁目、下平良一丁目、下平良二丁目、平

良一丁目、平良二丁目、平良山手、串戸一

丁目、串戸二丁目、串戸三丁目、串戸四丁

目、串戸五丁目、串戸六丁目、六本松一丁

目、六本松二丁目、地御前一丁目、地御前

二丁目、地御前三丁目、地御前四丁目、地

御前五丁目、阿品一丁目、阿品二丁目、阿

品三丁目、阿品四丁目、阿品台一丁目、阿

品台二丁目、阿品台三丁目、阿品台四丁目、

阿品台五丁目、阿品台東、阿品台西、阿品

台北、阿品台山の手、峰高一丁目、峰高二

丁目、宮内一丁目、宮内二丁目、宮内三丁

目、宮内四丁目、地御前北一丁目、地御前

北二丁目、地御前北三丁目、佐方、廿日市、

下平良、上平良、原、宮内、地御前、宮園

一丁目、宮園二丁目、宮園三丁目、宮園四

丁目、宮園五丁目、宮園六丁目、宮園七丁

目、宮園八丁目、宮園九丁目、宮園上一丁

目、宮園上二丁目、宮園上三丁目、宮園上

四丁目、宮園上五丁目、四季が丘、四季が

丘一丁目、四季が丘二丁目、四季が丘三丁

目、四季が丘四丁目、四季が丘五丁目、四

名称 位置 管轄区域

廿日市市廿日市

消防署

廿日市市串戸一

丁目９番33号

可愛、須賀、廿日市一丁目、廿日市二丁目、

天神、駅前、桜尾本町、桜尾一丁目、桜尾

二丁目、桜尾三丁目、木材港北、木材港南、

佐方一丁目、佐方二丁目、佐方三丁目、佐

方四丁目、山陽園、佐方本町、城内一丁目、

城内二丁目、城内三丁目、大東、本町、住

吉一丁目、住吉二丁目、新宮一丁目、新宮

二丁目、下平良一丁目、下平良二丁目、平

良一丁目、平良二丁目、平良山手、串戸一

丁目、串戸二丁目、串戸三丁目、串戸四丁

目、串戸五丁目、串戸六丁目、六本松一丁

目、六本松二丁目、地御前一丁目、地御前

二丁目、地御前三丁目、地御前四丁目、地

御前五丁目、阿品一丁目、阿品二丁目、阿

品三丁目、阿品四丁目、阿品台一丁目、阿

品台二丁目、阿品台三丁目、阿品台四丁目、

阿品台五丁目、阿品台東、阿品台西、阿品

台北、阿品台山の手、峰高一丁目、峰高二

丁目、宮内一丁目

、宮内四丁目、地御前北一丁目、地御前

北二丁目、地御前北三丁目、佐方、廿日市、

下平良、上平良、原、宮内、地御前、宮園

一丁目、宮園二丁目、宮園三丁目、宮園四

丁目、宮園五丁目、宮園六丁目、宮園七丁

目、宮園八丁目、宮園九丁目、宮園上一丁

目、宮園上二丁目、宮園上三丁目、宮園上

四丁目、宮園上五丁目、四季が丘、四季が

丘一丁目、四季が丘二丁目、四季が丘三丁

目、四季が丘四丁目、四季が丘五丁目、四
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改正後 改正前

季が丘六丁目、四季が丘七丁目、四季が丘

八丁目、四季が丘九丁目、四季が丘十丁目、

四季が丘十一丁目、四季が丘上、宮内工業

団地、陽光台一丁目、陽光台二丁目、陽光

台三丁目、陽光台四丁目及び陽光台五丁目

の区域

（略）

季が丘六丁目、四季が丘七丁目、四季が丘

八丁目、四季が丘九丁目、四季が丘十丁目、

四季が丘十一丁目、四季が丘上、宮内工業

団地、陽光台一丁目、陽光台二丁目、陽光

台三丁目、陽光台四丁目及び陽光台五丁目

の区域

（略）
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議案第６１号

廿日市市印鑑条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○廿日市市印鑑条例（昭和４９年条例第１８号） （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（個人番号カード等の利用に係る特例） （個人番号カード等の利用に係る特例）

第17条 第15条の規定にかかわらず、登録者は、次に掲げる方法により、印鑑

登録証明書の交付を市長に申請し、その交付を受けることができる。

(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規定する個人番号カード（以

下「個人番号カード」という。）（自己に係る個人番号カード用利用者証

明用電子証明書（電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証

業務に関する法律（平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」とい

う。）第22条第１項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書

をいう。）が記録されているものに限る。）又は移動端末設備(電気通信

事業法(昭和59年法律第86号）第12条の２第４項第２号ロに規定する移動

端末設備をいい、自己に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書（公

的個人認証法第35条の２第１項に規定する移動端末設備用利用者証明用

電子証明書をいう。）が記録された電磁的記録媒体が組み込まれているも

のに限る。）を利用して、申請端末機（本市が設置する端末機で、利用者

が必要な操作を行うことにより印鑑登録証明書の交付申請を行うことが

できる機能を有するものをいう。）又は多機能端末機（本市の電子計算機

と電気通信回線で接続された端末機で、利用者が必要な操作を行うことに

より印鑑登録証明書を交付する機能を有するものをいう。）に必要な事項

を入力する方法

(2) 個人番号カード（自己に係る個人番号カード用署名用電子証明書（公的

個人認証法第３条第１項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書

をいう。）が記録されているものに限る。）又は移動端末設備（自己に係

る移動端末設備用署名用電子証明書（公的個人認証法第16条の２第１項に

規定する移動端末設備用署名用電子証明書をいう。）が記録された電磁的

記録媒体が組み込まれているものに限る。）を利用して、電子情報処理組

織（廿日市市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平

成21年条例第４号）第３条第１項に規定する電子情報処理組織をいう。）

に必要な事項を入力する方法

第17条 第15条の規定にかかわらず、登録者は、個人番号カード（行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法

律第27号）第２条第７項に規定する個人番号カードをいい、自己に係る個人

番号カード用利用者証明用電子証明書（電子署名等に係る地方公共団体情報

システム機構の認証業務に関する法律（平成14年法律第153号。以下「公的

個人認証法」という。）第22条第１項に規定する個人番号カード用利用者証

明用電子証明書をいう。）が記録されているものに限る。次条において同じ。）

又は移動端末設備（電気通信事業法（昭和59年法律第86号）第12条の２第４

項第２号ロに規定する移動端末設備をいい、自己に係る移動端末設備用利用

者証明用電子証明書（公的個人認証法第35条の２第１項に規定する移動端末

設備用利用者証明用電子証明書をいう。）が記録された電磁的記録媒体が組

み込まれているものに限る。次条において同じ。）を利用して、多機能端末

機（本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利用者が必要

な操作を行うことにより印鑑登録証明書を発行する機能を有するものをい

う。次項において同じ。）を介して印鑑登録証明書の交付を市長に申請する

ことができる。

２ 前項の規定による申請があつたときは、多機能端末機により印鑑登録証明

書を交付するものとする。

－ 5 －





議案第６２号

廿日市市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○廿日市市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第２４号） （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（特定教育・保育の取扱方針） （特定教育・保育の取扱方針）

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、それ

ぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心身の状況等に

応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、それ

ぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心身の状況等に

応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。

(１) （略） (１) （略）

(２) 認定こども園（認定こども園法第３条第１項又は第３項の認定を受け

た施設及び同条第10項の規定による公示がされたものに限る。） 次号及

び第４号に掲げる事項

(２) 認定こども園（認定こども園法第３条第１項又は第３項の認定を受け

た施設及び同条第11項の規定による公示がされたものに限る。） 次号及

び第４号に掲げる事項

(３)・(４) （略） (３)・(４) （略）

２ （略） ２ （略）
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議案第６３号

廿日市市手数料条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○廿日市市手数料条例（平成１２年条例第２号） （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

(６) 開発関係 (６) 開発関係

事務の種類 単位 手数料 備考

宅地造成、特定盛土等

及び土石の堆積に関す

る工事の許可

切土、盛土又は土石

の堆積をする土地の面

積

１申請をもって１件とす

る。工事の変更の許可は、

変更に係る部分の切土、盛

土又は土石の堆積をする土

地の面積に応じ、当該手数

料の額の同一の額とする。

500平方メートル以

内

１件 １万4,000円

500平方メートルを

超え1,000平方メー

トル以内

１件 ２万6,000円

1,000平方メートル

を超え2,000平方メ

ートル以内

１件 ３万8,000円

2,000平方メートル

を超え5,000平方メ

ートル以内

１件 ５万8,000円

5,000平方メートル

を超え１万平方メ

ートル未満

１件 ８万2,000円

(削る)

事務の種類 単位 手数料 備考

宅地造成工事の許可

切土又は盛土をする

土地の面積

１申請をもって１件とす

る。工事の変更の許可は、

変更に係る部分の切土又は

盛土をする土地の面積に応

じ、当該手数料の額の同一

の額とする。

500平方メートル以

内

１件 １万2,000円

500平方メートルを

超え1,000平方メー

トル以内

１件 ２万2,000円

1,000平方メートル

を超え2,000平方メ

ートル以内

１件 ３万2,000円

2,000平方メートル

を超え5,000平方メ

ートル以内

１件 ４万8,000円

5,000平方メートル

を超え１万平方メ

ートル以内

１件 ６万9,000円

１万平方メートル

を超え２万平方メ

ートル以内

１件 11万円

２万平方メートル

を超え４万平方メ

１件 17万円

－ 9 －



改正後 改正前

(略)

ートル以内

４万平方メートル

を超え７万平方メ

ートル以内

１件 26万円

７万平方メートル

を超え10万平方メ

ートル以内

１件 34万円

10万平方メートル

を超える

１件 43万円

(略)
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議案第６４号

廿日市市火災予防条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○廿日市市火災予防条例（昭和３７年条例第９号） （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（変電設備） （変電設備）

第12条 屋内に設ける変電設備（全出力20キロワット以下のもの及び次条に規

定するものを除く。以下同じ。）の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準

によらなければならない。

第12条 屋内に設ける変電設備（全出力20キロワット以下のもの及び次条に規

定するものを除く。以下同じ。）の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準

によらなければならない。

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略）

(３の２) 建築物等の部分との間に換

気、点検及び整備に支障のない距離を保つこと。

(３の２) キュービクル式のものにあつては、建築物等の部分との間に換

気、点検及び整備に支障のない距離を保つこと。

(３の３)～(10) （略） (３の３)～(10) （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

（急速充電設備） （急速充電設備）

第12条の２ 急速充電設備（電気を設備内部で変圧して、電気自動車等（電気

を動力源とする自動車、原動機付自転車、船舶、航空機その他これらに類す

るものをいう。以下同じ。）にコネクター（充電用ケーブルを電気自動車等

に接続するためのものをいう。以下同じ。）を用いて充電する設備（全出力

20キロワット以下のものを除く。）をいい、分離型のもの（変圧する機能を

有する設備本体及び充電ポスト（コネクター及び充電用ケーブルを収納する

設備で、変圧する機能を有しないものをいう。以下同じ。）により構成され

るものをいう。以下同じ。）にあつては、充電ポストを含む。以下同じ。）

の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

第12条の２ 急速充電設備（電気を設備内部で変圧して、電気自動車等（電気

を動力源とする自動車、原動機付自転車、船舶、航空機その他これらに類す

るものをいう。以下同じ。）にコネクター（充電用ケーブルを電気自動車等

に接続するためのものをいう。以下同じ。）を用いて充電する設備（全出力

20キロワット以下のものを除く。）をいい、分離型のもの（変圧する機能を

有する設備本体及び充電ポスト（コネクター及び充電用ケーブルを収納する

設備で、変圧する機能を有しないものをいう。以下同じ。）により構成され

るものをいう。以下同じ。）にあつては、充電ポストを含む。以下同じ。）

の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略）

(４) その筐体は雨水等の浸入防止の措置を講ずること。 (４) 雨水等 の浸入防止の措置を講ずること。

(５)～(19) （略） (５)～(19) （略）

２ （略） ２ （略）

（蓄電池設備） （蓄電池設備）

第14条 蓄電池設備（蓄電池容量が10キロワット時以下のもの及び蓄電池容量

が10キロワット時を超え20キロワット時以下のものであつて蓄電池設備の

出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準（令和５年消防庁告示第７号）

第14条 屋内に設ける蓄電池設備（定格容量と電槽数の積の合計が4,800アン

ペアアワー・セル未満のものを除く。以下同じ。）の電槽は、耐酸性の床上

又は台上に、転倒しないように設けなければならない。ただし、アルカリ蓄

－ 11 －



改正後 改正前

第２に定めるものを除く。以下同じ。）は、地震等により容易に転倒し、亀

裂し、又は破損しない構造とすること。この場合において、開放形鉛蓄電池

を用いたものにあつては、その電槽は、耐酸性の床上又は台上に設けなけれ

ばならない。

電池を設ける床上又は台上にあつては、耐酸性の床又は台としないことがで

きる。

２ （略） ２ （略）

３ 第１項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備（柱上及び道路上

に設ける電気事業者用のもの、蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置

に関する基準第３に定めるもの並びに消防長が火災予防上支障がないと認

める構造を有するキュービクル式のものを除く。）にあつては、建築物から

３メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、

又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。

３ 屋外に設ける蓄電池設備は、雨水等の浸入防止の措置を講じたキュービク

ル式のものとしなければならない。

４ 前項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管

理の基準については、第11条第４号、第12条第１項第３号の２、第５号、第

６号及び第９号並びに第12条の２第１項第４号の規定を準用する。

４ 前項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管

理の基準については、第11条第４号、第12条第１項第３号の２、第５号、第

６号及び第９号並びに第２項並びに本条第１項の規定を準用する。

（火を使用する設備等の設置の届出） （火を使用する設備等の設置の届出）

第45条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設

備のうち次に掲げるものを設置しようとする者（内容を変更しようとする者

を含む。）は、あらかじめ、設備の位置、構造その他火災予防上必要な事項

を消防長に届け出て、その計画がこの条例の規定に適合するものであること

について審査を受けなければならない。

第45条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設

備のうち次に掲げるものを設置しようとする者（内容を変更しようとする者

を含む。）は、あらかじめ、設備の位置、構造その他火災予防上必要な事項

を消防長に届け出て、その計画がこの条例の規定に適合するものであること

について審査を受けなければならない。

(１)～(12) （略） (１)～(12) （略）

(13) 蓄電池設備（蓄電池容量が20キロワット時以下のものを除く。） (13) 蓄電池設備

(14)・(15) （略） (14)・(15) （略）

２ （略） ２ （略）
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改正後 改正前

別表第３

備考１～３ （略）

入力 上方 側方 前方 後方 備考

組込 型こ ん
ろ・グリル付
こんろ・グリ
ドル 付こ ん
ろ、 キ ャ ビ
ネット型こん
ろ・グリル付
こんろ・グリ
ドル付こんろ

14kw以下 80 0 ― 0

据置型レンジ 21kw以下 80 0 ― 0

不
燃
以
外

炭火焼き器 ― 100 50 50 50

不
燃

炭火焼き器 ― 80 30 ― 30

離隔距離（cm）

（略）

木炭を燃料
とするもの

木炭を燃料
とするもの

（略）

種類

不
燃

開放式

固
体
燃
料

別表第３

備考１～３ （略）

入力 上方 側方 前方 後方 備考

組込 型こ ん
ろ・グリル付
こんろ・グリ
ドル 付こ ん
ろ、 キ ャ ビ
ネット型こん
ろ・グリル付
こんろ・グリ
ドル付こんろ

14kw以下 80 0 ― 0

据置型レンジ 21kw以下 80 0 ― 0

離隔距離（cm）

（略）

（略）

種類

不
燃

開放式

（新設）
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